
 

 第 13 次第１回横浜市消費生活審議会 

議事次第 

 
 

                   令和３年３月 29日（月) 午後２時～ 

                                 

 

１  開  会 

 

２ 議  題 

(1) 会長・副会長の選出について 

(2) 会議録確認者の選出について 

(3) 第 13次横浜市消費生活審議会の運営について 

(4) 第 12次審議会意見書に基づく取組報告について 

(5) その他 

 

３ 閉  会 

 

【資料】 

資料１  第 13次横浜市消費生活審議会委員名簿 

資料２  第 13次横浜市消費生活審議会の運営について 

資料３  第４期消費者基本計画（抜粋） 

資料４  地方消費者行政専門調査会報告書《概要》（抜粋） 

資料５   第 12次審議会「若年者への消費者教育の在り方についての意見」 

に基づく取組報告 
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　あまの 　まさお

　天野　正男
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　河合　直美
　くりた　  ゆたか

　栗田　　裕

　しろた　たかこ

　城田　孝子
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　新庄　茂

　たがや 　としこ

　多賀谷　登志子

 たなか まこと

　田中　誠

　つつい　しの

　筒井　志乃

　ながお　じゅんじ

　長尾　淳司

　はなだ　まさし

　花田　昌士
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第 13次横浜市消費生活審議会の運営について 

 

資 料 ２ 



 

 

第13次横浜市消費生活審議会 構成（案） 

 

 

 

 
    
 【構成】第 13次審議会：15名（学識経験者６名、消費者５名、事業者４名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【役割】（横浜市消費生活条例より抜粋） 

第 7 条 市長の諮問に応じ、消費生活に関する重要な事項を調査審議し、消費者被害の救

済に関するあっせん及び調停を行い、並びに消費者の消費生活に係る訴訟の援助に関す

る事項を調査審議するため、市長の附属機関として、横浜市消費生活審議会(以下「審議

会」という。)を置く。 

2 審議会は、消費生活に関する重要な事項について、市長に意見を述べることができる。 

第 13次 横浜市消費生活審議会 
 
・第 13次審議会の審議テーマ、横浜市消費者教育推進計画について審議を行いま

す。 
 
＜開催頻度＞ 
年３回程度の開催を予定しています。 

消費者被害救済部会  

 
市長の付託により紛争のあっせん・調停を行

います。 
 
＜開催頻度＞ 
付託案件の発生により随時開催。付託案件がな

ければ、年１回の開催を予定しています。 

公募委員選考部会 

 
次期審議会の市民公募委員の選考を行いま

す。 
 

＜開催頻度＞ 

令和４年度に１回の開催を予定しています。 

 

資 料 ２－１ 

【部会】（横浜市消費生活条例施行規則より抜粋） 

第３条 審議会に、消費者被害の救済に関するあっせん及び調停を行い、及び消費生活に 

係る訴訟の援助に関する事項を調査審議するため、消費者被害救済部会を置く。 

2 審議会は、必要があると認めるときは、前項に規定する部会以外の部会を置くことが

できる。 

3 部会は、委員 10 人以内をもって組織する。 



 

 

消費生活審議会概要 

 

設置目的 ・消費生活に関する重要な事項の調査審議を行う。 
・消費生活に関する重要な事項について市長に意見を述べる。 

【参 考】 
第12次審議会・

施策検討部会・

消費者教育推

進地域協議部

会の開催状況 

〇消費生活審議会 
３回開催 

 議題：第 12次審議会の運営について、部会報告、審議会報告案について 等 

 

〇施策検討部会 

 ５回開催 

 議題：第 12次の審議テーマ「若年者の消費者教育の在り方」について 

 

〇消費者教育推進地域協議部会 

 ２回開催 

 議題：横浜市消費者教育推進計画について 

  

第 13次審議会

の開催実績・

見込 

 
「第 13 次の審議テーマ」と「横浜市消費者教育推進計画 ※」について議論

します。 
 
※ 消費者教育推進の考え方を定めた「横浜市消費者教育推進の方向性（平

成 27年９月策定）」に沿って、本市が推進する消費者教育事業を取りまとめ

た単年度計画を毎年策定。策定にあたっては、審議会で御意見をいただく。 

また、計画の進捗、実施について、審議会において、前年度計画の振返りや

次年度の計画策定に向けての御意見をいただく。 

 
＜令和２年度～３年度＞ 

４回 

 

＜令和４年度＞ 

２回 

 

（開催回数は、審議状況等によって変更する場合があります。） 
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公募委員選考部会概要 
 

 

設置目的 

横浜市消費生活審議会委員公募要領に従い、市民からの公募による委員を

選考する。 
審議会において、消費者を代表する委員の一部を市民からの公募による委

員とすることにより、市民の立場からの意見及び提案等を政策形成過程に活

用するとともに、審議会を市民に開かれたものとし、市民との協働による消

費者行政の実現を図ることを目的とする。 

【参 考】 
第13次市民委

員公募につい

て 

 【第13次市民委員公募の概要】 

応募資格 
消費者問題に関心があり、平日の昼間に開催される会議に出 

席できる、市内在住の20歳以上の方 

募集人員 若干名 

募集期間 令和２年６月５日～令和２年７月６日 

応募方法 郵送、持参、ファックス、電子メール 

選考方法 

 

応募用紙に記載されているこれまでの活動経歴・自己ＰＲ・志

望動機及び作文（「消費者問題について関心のある事項や必要と

考える取組」）を総合的に審査して選考 

募集結果 13名（男性10名、女性３名）  

選考結果 ２名（男性１名、女性１名） 
 

第 13次の部会

開催見込 

 応募者の選考を実施します。 
ただし、市民委員に欠員が生じた場合には、必要に応じ開催します。 

 
＜令和４年度＞ 

１回（８月） 
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消費者被害救済部会概要 
 

 

設置目的 
消費者から申出のあった消費生活上の被害に対し、消費生活総合センター

において、被害救済のための必要な助言その他の措置をとったにもかかわら

ず、解決することが困難であった紛争について、あっせん及び調停等を行う。 

【参考１】 

消費者被害救

済部会への付

託の流れ 

１ 相談の受付（助言・他機関紹介、情報提供等の実施） 

２ 相談員によるあっせん 

３ 三者面談によるあっせん 

（必要に応じて実施。消費者・事業者・消費生活相談員の三者） 

４ 付託要件等の適合性の検討 

５ 選定会議での意見交換を踏まえた付託案件の決定 

【参考２】 
あっせん・調停

の実績 

・エステティックサロンにおける美容器具及び健康食品の購入に係る 
紛争案件（平成 14年９月 24日付託、12月 25日報告、あっせん解決） 

・学習教材の購入契約に係る紛争案件（平成 15年５月９日付託、９月 

 ３日報告、あっせん解決） 

・有料老人ホーム入居契約に係る紛争案件（平成 16年１月 26日付託、 

11月 15日報告、あっせん・調停打ち切り） 

第 13次の部会

開催見込 

付託案件の発生により随時開催 
なお、付託案件がない場合には２回（年１回）の開催を予定しています。 
 

＜令和３年度＞ 

１回 

 

＜令和４年度＞ 

１回 

  
＜第13次からの変更点＞ 

 付託を検討している案件について、専門家に意見・助言等を求めることが

できる仕組みを導入しました。 
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第 13次横浜市消費生活審議会のテーマ（案）について 

  

テーマ（案）：緊急時における消費生活トラブルへの対応と消費者被害の防止 

～自然災害や感染症拡大時における消費者の安全安心を確保する体制の構築～ 

 

【１．テーマ選定の背景】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【２．取組の方向性（案）】 

① 緊急時に便乗した消費者トラブル（悪質商法、商品の不足等）の迅速な情報提供 

② 緊急時における消費者被害の防止と救済が継続できる体制の検討（対応マニュアル等の作成）    

③ 消費生活総合センター、他部局（危機管理室、各区地域振興課等）、県、消費者団体、地域ケアプ

ラザ等との連携 

④ ICT、AI技術の活用（情報弱者への配慮等が必要） 

○「消費者基本計画（2020年～2024年）」（令和２年３月 31日閣議決定）において、消費者政策の基

本的方向として「災害・感染症拡大など緊急時の対応」が提示され、消費者が感じる不安が増大する

緊急時における消費者の心理傾向や、情報化社会の特性も踏まえ、こうした従前には見られなかった

リスク・課題に対応ができるよう、必要な施策を推進するとしている。 

○「地方消費者行政専門調査会報告書」（令和２年８月）において、20年後の消費者行政が目指すべき

姿として、「感染症、自然災害等危機下において消費者の安全安心が確保された社会の実現」が提示さ

れ、その実現に向けた対応策を「感染症、自然災害等危機下における消費者の安全安心を確保する対

応体制の構築」とし、基本的な考え方として、「行政と消費者との間の双方向の情報発信、消費者間に

よる情報交換等、迅速に情報を入手し、適切な行動を取ることができるよう、互いに支え合える仕組

みづくりが必要」としている。 

〇市消費生活総合センターに寄せられた自然災害に関する相談件数は、2019 年度は 2018 年度の２倍

以上増加している。【図１】また、新型コロナウイルスに関する相談件数は、2020 年４月をピークに

2020年２月から 2021年 2月までに 1,891件寄せられている。【図２】（速報値） 

【図１】自然災害に関する相談件数 
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【図２】新型コロナウイルスに関する相談件数 
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【参 考】審議会での審議状況 

 期間 審議テーマ 開催回数 取組内容 

１ 
平成８年10月～

10年 9月 

 消費者の主体的活動

の支援の在り方につい

て 

審議会          ６回 

消費者支援部会     １１回 

○学校における消費者教育

の充実 

○消費生活推進員活動の活

性化 

２ 
平成10 年10月～

12 年 9月 

消費者の被害未然防

止等の在り方について 

審議会          ５回 

被害未然防止部会    １６回 

○効果的な情報提供の推進 

○件数増等に対応した相談

体制の強化策 

３ 
平成12 年10月～

14 年 9月 

事業者指導及び被害

救済システムの在り方

について 

審議会          ５回 

事業者指導・被害救済システム活性

化専門部会      １２回 

○条例を適用した事業者指

導及びあっせん・調停の

実施及び要領等の整備 

４ 
平成14年 10月

～16年 9月 

社会経済状況の変化

を踏まえた消費生活条

例の在り方について 

 

審議会          ６回 

消費者被害救済部会    ６回 

条例・施行規則及び消費生活関連施

策の在り方に関する専門部会  １１

回 

○第５次で行う条例改正に

向けての検討 

５ 
平成16年10月 

～18年 9月 

消費者基本法に対応

した、横浜市消費生活

条例の在り方について 

 

審議会          ３回 

消費者被害救済部会    １回 

消費者基本法に対応した、横浜市消

費生活条例の在り方に関する専門部

会          ６回 

○第４次答申の内容を踏ま

えて、消費者基本法に対

応した消費生活条例の整

備充実を図るための検討 

○条例改正 

６ 
平成18年 10月

～20年９月 

 消費者教育・学習支援

の在り方について 

 

審議会          ２回 

消費者被害救済部会    ２回 

消費者団体等協働促進事業評価審査部会３回 

消費者教育・学習支援部会 ３回 

○消費者団体等協働促進事

業審査評価部会の新設 

７ 
平成20年 10月

～22年９月 

 今後の横浜市の消費

者行政の在り方につい

て 

審議会          １回 

消費者被害救済部会    ２回 

消費者団体等協働促進事業審査評価部会４回 

施策検討部会       ６回 

○消費者安全法施行に伴う

変革を受けた横浜市の今

後の消費者行政の在り方

についての検討 

８ 
平成22年 10月

～24年９月 

 消費生活に係る実態

の把握と消費者行政の

課題について 

審議会          １回 

消費者被害救済部会    ２回 

施策検討部会       ６回 

消費者団体等協働促進事業審査評価部会４回 

○消費生活実態アンケート

を実施 

○調査結果を踏まえた今後

の横浜市の消費者行政の

課題の検討 

９ 
平成24年 10月

～26年９月 

 新たな視点での消費

者教育について 

審議会          ２回 

消費者被害救済部会    ２回 

施策検討部会       ６回 

消費者団体等協働促進事業審査評価部会４回 

○消費者教育の内容と情報

提供の仕組みの検討 

10 
平成26年 10月 

 ～28年９月 

 地域における高齢者

の見守りの在り方につ

いて 

審議会         ３回 
消費者被害救済部会    １回 

施策検討部会        ３回 

消費生活協働促進事業審査評価部会５回 

公募委員選考部会     ４回 

消費者教育推進地域協議部会 ３回 

○高齢者の消費者被害を防

ぐための地域の見守りの在

り方について、既にある見

守りの仕組みに消費者被害

防止の視点を加えていくこ

とを基本とする。 

11 
平成28年 10月 

 ～30年９月 

 横浜市における市内

事業者との連携・協力の

あり方について（報告） 

審議会         ３回 
消費者被害救済部会   ２回 
施策検討部会      ５回 
消費生活協働促進事業審査評価部会２回 
公募委員選考部会     １回 
消費者教育推進地域協議部会 ２回 

○営利活動が基本の事業者

の考え方を十分に理解し、

共に歩むため、効果的な情

報共有と協働の推進を目指

すことを基本方針とする。 
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12 
平成30年 10月 

～令和２年９月 

 若年者への消費者教

育の在り方についての

意見 
～成年年齢引下げを踏

まえた消費者被害の防

止に向けて～ 

審議会         ３回 
消費者被害救済部会   ２回 
施策検討部会      ５回 
消費生活協働促進事業審査評価部会１回 
公募委員選考部会     １回 
消費者教育推進地域協議部会 ２回 

○消費者被害防止ついて、

受け身の教育でなく、「自ら

考え、積極的に行動する消

費者を育てること」を基本

的な考え方とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

第 13次横浜市消費生活審議会委員所属部会（案） 

 

委員名 
 
消費生活審議会 

 
公募委員選考部会 消費者被害救済部会 

天野委員 〇  〇 
大森委員 〇  〇 
河合委員 〇 〇  
栗田委員 〇   
城田委員 〇  〇 
新庄委員 〇   
多賀谷委員 〇   
田中委員 〇   
筒井委員 〇 ○  
長尾委員 〇   
花田委員 〇 ○  
細川委員 〇   
松井委員 〇   
村委員 〇   
望月委員 〇  ○ 

資 料 ２－７ 



 

 

 

 

第 13次横浜市消費生活審議会スケジュール（案） 
 

 消費生活審議会（消費者教育推進地域協議会） 部会 

１．テーマ議論 ２．消費者教育推進計画の議

論 
公募委員選考部会 

（※１） 

消費者被害 
救済部会（※

２） 

２

年

度 

１月     

２月     

３月 第１回審議会 
（会長・副会長の選出、審議テーマの決定）   

３
年
度 

４月     

５月     

６月     

７月     

８月    第１回 
（報告） 

９月     

10月     

11月     

12月     

１月     

２月     

３月     

４
年
度 

４月     

５月     

６月   ＜公募：事務局＞  

７月     

８月   第１回 
（選考） 

第２回 
（報告） 

９月 第７回審議会 
（審議テーマに関する報告の確定＋部会報告）   

 
 
（※１）公募委員選考部会は市民委員に欠員が生じた場合、任期の残任期間に応じ随時開催 
（※２）消費者被害救済部会は付託案件が生じた場合は随時開催 

市
民
委
員
に
欠
員
が 

 
 

 
 

生
じ
た
場
合
随
時
（
※
１
） 

付
託
案
件
が
発
生
し
た
場
合 

随
時
（
※
２
） 

第２回審議会 
（審議テーマ＋教育計画） 

 

第３回審議会 
（審議テーマ＋教育計画） 

第４回審議会 
（審議テーマ＋部会報告） 

第５回審議会 
（審議テーマ＋教育計画） 

第６回審議会 
（審議テーマ＋教育計画） 

資 料 ２－８ 

付
託
案
件
が
発
生
し
た
場
合 

随
時
（
※
２
） 
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第 1２次審議会 

「若年者への消費者教育の在り方についての意見」に基づく取組報告 

   
 

資 料 ５ 

対応の方向性１：高校における消費者教育の推進 
 
対応の方向性２：大学・専修学校等における消費者教育の推進 
 
 取組１ 消費者被害防止のための若者向けポスター及びＤＶＤの配付 

・４コマで若者に多い消費者被害の例と、消費者被害の相談先である、横浜市消費 

生活総合センターの連絡先を記載したポスターと若者が陥りやすいマルチ商法の

手口をドラマで紹介する DVD を作成しました。作成したポスターは、市立高校（全

９校）と横浜市大学・都市パートナーシップ協議会参加大学（29 校）に配付しまし

た。また、DVD は市立高校に配付しました。 

 
対応の方向性４：啓発及び情報発信の効果的な手法の検討 
 
 取組２ アニメとタイアップした若者向け消費生活トラブル啓発 

 ・若者に人気があり横浜を舞台にしているアニメとタイアップし、描きおろしイラ

ストを使用したポスター等を制作することによって若者への消費生活トラブルの

認知拡大を図り、未然に防ぐことを目的としています。制作したポスターは、市内

交通機関、市立高校、市内大学、行政機関等への掲出を４月頃に予定しています。 
 
 取組３ 若者の消費者被害救済・啓発キャンペーン 

・コロナ禍における若者のインターネット被害防止及び令和４年４月の成年年齢引

下げに伴う注意喚起キャンペーンを、主要駅で、若者を対象に実施する予定です。 
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